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学⽣の皆様 
 

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部 
学⽣総合⽀援センター・保健室 

 
対⾯授業にあたっての感染防⽌策について 

 
対⾯授業開始に伴い、３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの⼈が密集、近距離での会話や発

声）が同時に重なる場を避けることはもちろんのこと、１つ１つの条件が発⽣しないよう配慮する
ことが求められています。（⽂科省︓教育活動再開に関するQ&Aより） 

新型コロナウイルス感染防⽌のために、今までの⽣活様式から「新しい⽣活様式」へ対応が求めら
れております。学⽣の皆様にも、以下のような点に注意して感染防⽌にご協⼒頂きたいと思います。 
 
１）⽇々の健康管理について 

・朝、⾃宅で検温を実施し、体温が37.5℃以上の発熱やかぜ症状の⼈は無理せず⾃宅療養して
ください。 
 
※新型コロナウイルスの症状︓発熱、咳、全⾝の強いだるさ、のどの痛み、⿐汁・⿐閉、頭痛、

下痢、関節・筋⾁痛、嘔気・嘔吐、胸の痛み、味覚障害、嗅覚障害 
 

２）学内では必ずマスク着⽤を徹底する（⾶沫感染予防） 
  ・授業中はマスク着⽤してください。（屋外でｿｰｼｬﾙ･ﾃﾞｨｽﾀﾝｽが保てる場合は外しても良い） 
 
３）教室・研究室の換気について（密閉防⽌・エアロゾル感染防⽌） 
  ・教室の窓とドアは常時開けて授業する、開けられない場合は 10分間/hドアと窓を開ける 
  ・授業中の私語や⼤声は謹むこと 
 
４）ソーシャル・ディスタンスの配慮について（密集・密接防⽌） 
  ・空けた座席配置の徹底や向かい合ってのおしゃべりはしないこと 
  ・列に並ぶときは、2mくらい間隔を取ること 
  ・エレベーター、エスカレーターは間隔をあけて乗ること 
   （健康のため階段での移動をお勧めします） 
 
５）⼿洗い・⼿洗いできないときは⼿指消毒の励⾏（接触感染防⽌） 
  ・不特定多数が触れる場所や物品に触ったときは、⼿洗いまたは⼿指消毒をする 
   （例︓エスカレーターのベルト、エレベーターのボタン、ドアノブ、電気のスイッチ 
      コピー機、印刷機、マイク、本、⽂具、共有の PC、⾃動販売機、スマホ、お⾦など） 
  ・授業中の物の共有はしないほうが望ましいが、共⽤が避けられない教材・器具・機器等を使⽤

する際は、使⽤前後の⼿洗いや⼿指消毒を励⾏する 
 
６）体調不良学⽣への対応 

・学内で体調不良の学⽣がおりましたら、各キャンパス保健室または学⽣総合⽀援センターに
ご連絡ください。 

 保健室︓⽇野︓本館 1階（内線 1454）、渋⾕︓3 階（内線 5331） 
 

７）体調不良や新型コロナウイルス感染症罹患者への配慮 
  ・罹患者への⼈権とプライバシーには⼗分配慮をお願いします。 
 



 
 
 


